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この取扱いは，学⽣の通学が困難となる事由が発⽣した場合における授業等の取扱いについて（平成

２１年９⽉１６⽇学⻑裁定）第９の規定に基づき，全国瞬時警報システム（以下「Ｊアラート」という。）
が発信され，弾道ミサイルが落下した場合の授業等の取扱いについて，次のとおり定める。 
 
第１ 休講の判断は以下のとおりとする。 
 ⼀ Ｊアラートが発信され，岡⼭県内（三朝地区においては，⿃取県内。）に弾道サイルが落下した場

合，当⽇の全ての授業を休講とする。ただし，授業中に弾道ミサイルが落下した場合，開講中の授
業については，授業担当教員が継続可能か否かを判断する。 

 ⼆ 翌⽇以降の対応については，本学危機対策本部の指⽰による。 
 
第２ 安全の確保及び周知⽅法等は以下のとおりとする。 
 ⼀ 授業担当教員は，授業中にＪアラートの発信を確認した際は，屋内にいる場合は，できるだけ窓か

ら離れ，できれば窓のない部屋へ移動する等学⽣の安全の確保に努める。また，屋外にいる場合は，
近くの建物や地下に避難する，⼜は近くに建物がない場合は，物陰に⾝を隠すか地⾯に伏せ頭部を
守る等，学⽣の安全の確保に努める。 

 ⼆ 休講の周知は，原則として，Ｇｍａｉｌ，学内掲⽰，本学のホームページ及びマスメディア等を通
じて⾏うものとする。 

 
第３ 休講措置が取られた場合，課外活動は全て禁⽌とする。 
 
第４ 第１による休講措置の対象とならない地域に弾道ミサイルが落下し，通学に利⽤する交通機関の

運⾏休⽌等により通学が困難な場合は，届出により，出席できなかった授業を公⽋扱いとする。 
 
第５ 公⽋の届出は，後⽇，「学⽣の通学が困難となる事由が発⽣した場合における授業等の取扱いにつ

いて」の別紙様式１「授業公⽋届（気象警報等・交通機関の運休）」により，学⽣が所属する学部・
コース，研究科，特別⽀援教育特別専攻科，養護教諭特別別科の教務担当（以下「学部等の教務担当」
という。）へ提出するものとする。 

  学部等の教務担当は，届出を受理した場合は，その写しにより授業担当教員へ連絡するものとする。 
 
第６ 休講及び公⽋の授業の取扱いについては，以下のとおりとする。 
 ⼀ 休講として取り扱う授業については，後⽇，原則として補講を⾏うものとする。 
 ⼆ 公⽋として取り扱う授業については，原則として補講は⾏わず，レポートやｅラーニング等によ

り授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし，授業担当教員の判断により補
講を⾏うことがある。 

 
 
   附 則 
 この取扱いは，平成２９年１１⽉ ７⽇から施⾏する。 

 


